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は じ め に 

 

新潟県では、平成１６年４月に県が取り組むべ

き人権教育・啓発の基本的な方向を示す「新潟県

人権教育・啓発推進基本指針」を策定し、その後

の社会情勢の変化を踏まえ、令和２年３月に全面

的に改定を行い、様々な人権課題に対応した人権

施策を総合的に推進してまいりました。 

令和２年に国内で初めて感染者が確認された新

型コロナウイルス感染症の感染が拡大し、感染者やその御家族等に対

して差別、偏見等の事案が発生しました。これを受けて、新型インフ

ルエンザ等対策特別措置法が改正され、差別の防止に係る国や地方公

共団体の責務が新たに規定されました。 

 県では、この状況を踏まえ、新型コロナウイルス感染症を含む感染

症に関する差別防止の取組を一層推進するため、このたび基本指針の

改定を行うことといたしました。 

今後とも、県民一人一人がすべての人々に対して開かれた心で互い

の人権を認め、尊重しあう社会が実現するよう、様々な取組を行って

まいりますので、県民の皆様の御理解と御協力を賜りますようお願い

申し上げます。 

 結びに、今回の指針改定に当たり、新潟県人権施策推進懇談会委員

の皆様をはじめ、多くの方々から貴重な御意見や御提言を頂きました

ことに、心から感感謝申し上げます 

 

令和３年６月   

新潟県知事 花角 英世
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第１章 基本的な考え方 

１ 基本指針策定の趣旨 

(1) 策定の経緯 

    国際連合において、１９４８（昭和２３）年、基本的人権を確保するた

めに、すべての人々や国が達成すべき共通の基準としての「世界人権宣言」

が採択されて以来、多数の人権関連条約の採択や国際年の設定など人権が

尊重される国際社会の実現に向けて、様々な取組がなされてきた。 

    わが国においても、１９４６（昭和２１）年１１月３日、基本的人権の

尊重を基本原理の一つとする日本国憲法を公布し、この憲法のもとで、国

政の全般にわたり人権に関する諸施策や諸制度の整備に努めてきた。 

    本県では、２０００（平成１２）年に制定された「人権教育及び人権啓

発の推進に関する法律」（以下「人権教育・啓発推進法」という。）に基

づき、２００４（平成１６）年に「新潟県人権教育・啓発推進基本指針」

を策定し、あらゆる行政分野で人権施策を推進してきた。 

 

(2) 本指針を改定する際の考え方 

    本県では、最上位の行政計画である「新潟県総合計画」において、「住

んでよし、訪れてよしの新潟県」を基本理念とし、「安全に安心して暮ら

せる、暮らしやすい新潟」「地域経済が元気で活力のある新潟」「県民一

人一人が学び、成長し、活躍できる新潟」を将来像と位置付けている。こ

の総合計画を真に豊かに実現し、人がその生を受けたときから、生涯にわ

たり、「誰もが個人として尊重され、共に暮らせる社会」（新潟県総合計

画）となるには、あらゆる施策の根本において、人としての尊厳が保障さ

れ、個人として尊重されることが、何にも増して前提とされなければなら

ない。 

    人権教育及び人権啓発は、人権教育・啓発推進法が定めるように、「人

権尊重の精神の涵養」と「普及」を目的とし、国、地方公共団体、更には

国民に対して、「人権尊重の精神の涵養」に努め、「人権が尊重される社

会の実現」へ寄与することを期待している。すべての県民の人権が尊重さ

れる豊かな県政を実現するためには、県の施策の推進とともに、県民一人

一人の、人権にかかわる深い理解と認識、積極的な協力が不可欠である。 

    また、本基本指針に記載した個々の内容は、今後、急激な時代の進化や
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変化により、人権教育及び人権啓発に関わる新たな内容や視点が求められ

ることも推察されるが、そのような際にも、人権教育及び人権啓発が本県

の施策を根本で支えるものとする本基本指針の趣旨を常に認識し、新たな

課題に対しても適切に対応を検討していく。 

 

ア 第１次改定（２０２０（令和２）年３月） 

女性、子ども、高齢者、障害者、同和問題、外国人、新潟水俣病被害

者、性的指向・性自認等、様々な分野において、依然として人権侵害が

問題となっている状況を踏まえるとともに、深刻化する子どもや高齢者

への虐待、いじめの問題、インターネットによる人権侵害への対応のほ

か、指針策定後の社会情勢の変化や、障害者差別、ヘイトスピーチ、部

落差別の解消など人権に関する法整備を踏まえ、全面的に改定を行った。 

イ 第２次改定（２０２１（令和３）年６月） 

     新たな感染症が繰り返し出現する中で、新型コロナウイルス感染症が

発生し感染が拡大した状況を踏まえ、感染症の感染者等への差別、偏見、

誹謗中傷、デマの拡散等を防止する取組をより一層推進するための改定

を行った。 

 

２  基本指針の目標と基本理念 

    「人権」は人間の尊厳に基づいて各人が持っている固有の権利であり、社

会を構成するすべての人々が個人としての生存と自由を確保し、社会におい

て幸福な生活を営むために欠かすことのできない普遍的な権利であることか

ら、日本国憲法においても「基本的人権は侵すことのできない永久の権利」

として保障されている。 

   この指針では、基本理念としてすべての人の人権が尊重される社会づくり

を目指し、「県民一人一人がすべての人々に対して開かれた心で互いの人権

を認め、尊重しあう」社会の実現を引き続き目標とする。 

   そして、この実現に向けて、個人の価値観や文化の違いに偏見を持つこと

なく、一人一人の個性や多様性を認め合い、人権が人々の思考や行動の基準

として日常生活に根付くよう教育・啓発を進める。 
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３ 基本指針の性格 

   この基本指針は、国際連合の決議を受けて国において策定された「『人権

教育のための国連１０年』に関する国内行動計画」（以下「国連１０年国内

行動計画」という。）の趣旨を踏まえ、また、人権教育・啓発推進法に則り、

本県が取り組むべき人権教育・啓発の基本的な方向を示すものであり、同時

に、本県が実施する人権施策に係る基本指針となるものである。 

    また、市町村においても人権教育・啓発推進法に則り、人権教育・啓発に

積極的に取り組む責務があるとともに、企業、団体等をはじめ県民一人一人

が人権意識の高揚に寄与するよう努めることが求められている。 

 

４ 基本指針策定の背景 

(1) 国際的動向 

    ２０世紀において、大きな世界大戦を経験した後、世界の平和と人類の

自由・平等を実現するためには、すべての人の人権が何よりも尊重されな

ければならないという国際的な認識から、１９４８（昭和２３）年、国際

連合総会で「世界人権宣言」が採択された。 

    その後、国際連合は、この宣言を実効あるものにするため、「国際人権

規約」の採択をはじめ、「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条

約」、「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」、「児童

の権利に関する条約」、「障害者の権利に関する条約」など多くの人権に

関する条約を採択するとともに、「国際人権年」、「国際婦人年」、「国

際障害者年」等の国際年を定め、「国連婦人の１０年」、「国連障害者の

１０年」等の活動にも取り組んできた。 

     しかし、冷戦構造の崩壊後も、世界各地で地域紛争や民族紛争が起こり、

これに伴う人権侵害や難民の発生など、深刻な問題が表面化した。このよ

うな厳しい国際社会の状況を受けて、１９９３（平成５）年、世界人権会

議で「ウイーン宣言及び行動計画」が採択され、人権教育が重要であるこ

とが示された。 

   そして、これを受けて１９９４（平成６）年の国際連合総会では１９９５

（平成７）年からの１０年間を「人権教育のための国連１０年」とするこ

とが決議され、各国政府に対して国内行動計画を定めることを求めた。 

    ２００５（平成１７）年からは「人権教育のための世界計画」として行



 - 4 - 

動計画を策定している。 

 

(2) 国の動向 

     わが国においては、基本的人権の尊重を基本原理の一つとする日本国憲

法を具体化するために、教育基本法や障害者基本法等各種法律の制定に取

り組むとともに、国際人権規約をはじめとする多くの人権関係の条約を批

准し、国際社会の一員として取組を進めてきた。 

     また、１９９７（平成９）年には国連１０年国内行動計画を策定し、人

権教育の積極的推進を図り、もって国民一人一人の人権が尊重される、真

に豊かでゆとりある国家の実現を期することとした。 

    かつ、人権教育を進めるに当たっては、あらゆる場を通じて人権教育を

推進し、教職員・社会教育関係職員、医療関係者など人権に関わりの深い

特定の職業に従事する人々に対する取組を強化するとともに、女性、子ど

も、高齢者、障害者、同和問題、外国人、ＨＩＶ感染者等、刑を終えて出

所した人、アイヌの人々等の課題に積極的に取り組むこととした。 

    また、地方公共団体に対しても「国内行動計画の趣旨に沿った様々な取

組を展開することを期待する」としている。 

    一方、同和問題については、１９６５(昭和４０) 年、同和対策審議会が

同和問題の早急な解決こそ国の責務であり、同時に国民的課題であるとの

認識に立ち、同和対策の方向性について答申し、その具体化のため、 

１９６９（昭和４４）年に「同和対策事業特別措置法」が制定され、その

後、「地域改善対策特別措置法」等が施行され、各種同和対策事業が実施

されてきた。 

    １９９６（平成８）年、地域改善対策特別措置法を受け設置された地域

改善対策協議会の意見具申では、依然として残っている差別意識の解消に

向けた教育及び啓発の推進やあらゆる人権侵害による被害の救済等の対応

の充実を今後の重点施策の方向とし、これを受けて、人権擁護施策の推進

についての国の責務と必要な体制の整備を定めた「人権擁護施策推進法」

が１９９７（平成９）年に施行され、この法律に基づき設置された人権擁

護推進審議会は１９９９（平成１１）年に、今後の人権教育・啓発を総合

的に推進するための諸施策について答申した。 

    この答申を受け、２０００（平成１２）年に施行された人権教育・啓発
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推進法では、国の責務として、「人権教育及び人権啓発に関する施策を策

定し、及び実施する責務を有する」旨明記され、２００２（平成１４）年

に、同法第７条の規定に基づく「人権教育・啓発に関する基本計画」が策

定された。その後、２０１１（平成２３）年に北朝鮮当局による拉致問題

等の項目が追加された。この基本計画に基づき、国民の一人一人が人権に

関する正しい知識と人権感覚を身に付けることができるよう様々な場を通

じて、各種人権課題の解決に向けた施策に取り組んでいる。 

 また、これまでに、子ども・高齢者・障害者に対する虐待防止や、女性

・障害者に対する雇用機会の確保等を目的とした法律の整備が進められて

きたほか、２０１６（平成２８）年には、障害を理由とする差別の解消の

推進に関する法律（以下「障害者差別解消法」という。）、本邦外出身者

に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律（以下

「ヘイトスピーチ解消法」という。）、部落差別の解消の推進に関する法

律（以下「部落差別解消推進法」という。）が施行された。 

 

(3) 本県の動向 

本県では、これまで庁内関係課で構成する「新潟県同和対策連絡会議」

を設置するとともに、「同和対策総合計画」を策定して同和問題の解決の

ため各種施策を行ってきた。 

    また、個別の人権課題ごとに独自の計画や方針を持ち、それぞれ人権に

配慮した施策を実施してきた。２００４（平成１６）年には、人権教育・

啓発推進法に基づき、新潟県人権教育・啓発推進基本指針を策定し、「県

民一人ひとりがすべての人々に対して開かれた心で互いの人権を認め、尊

重しあう」社会の実現を目指し、各種の人権施策に取り組んできた。 

    これらの施策の推進に当たっては、国や市町村、関係団体等と連携しな

がら、課題の解決に取り組んできたところであるが、各分野とも依然とし

て多くの課題が残されている。２０１８（平成３０）年に実施した人権に

関する県民アンケート調査では、基本的人権が「よく守られている」「だ

いたい守られている」の回答の合計が６８．１％で、２０１３（平成２５）

年に実施した前回の人権に関する県民アンケート調査より６．８ポイント

減少している。 

    本県のこのような状況を踏まえると、この基本指針の重要性は今後一層
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増していくと考えられ、国際連合や国の動向、人権教育・啓発推進法の趣

旨やこれまで実施してきた施策の成果や課題などを踏まえ、県民の人権に

対する意識の高揚と心の豊かさの実現に向けて、県として取り組むべき人

権行政の全般にわたり基本指針に則し諸施策をより積極的に実施していく

必要がある。 
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第２章 様々な場を通じた人権教育・人権啓発の推進 

 

 すべての人々の人権が尊重され、相互に共存し得る平和で豊かな社会を実現す

るためには、県民一人一人の人権尊重の精神の涵養を図ることが大切であり、教

育の果たす役割は重要である。 

 このため、幼児期からの発達の段階や地域の実情等に応じて、学校教育と社会

教育とが相互に連携を図りつつ、個人の人権が尊重され、個性、能力、適性等が

十分に発揮できるよう人権教育の推進に努める。 

  また、企業・団体等にあっても豊かな社会づくりに貢献する責任を担っており、

職場における人権教育・啓発の推進に取り組むよう努めることが求められている。 

  さらに、県民一人一人が生涯を通じて人権について自分のこととして考えてい

くことが大切であることから、県民の人権意識の高揚を図るために、新聞やテレ

ビなどマスメディアのほか、多様な媒体を効果的に活用して人権啓発活動を進め

る必要がある。 

 

１ 学校教育における人権教育の推進 

(1) 現状と課題 

    学校教育においては、それぞれの学校種の教育目標の実現を目指した教

育活動全体を通じて、人権尊重の意識を高め、一人一人を大切にした教育

の充実を図っている。 

    しかし、学校現場では、いじめ問題が依然として深刻な状況にあり、児

童生徒に、いじめは命をも奪いかねない差別行為・人権侵害行為との認識

や人権感覚が十分に浸透していないといった問題も指摘されている。また、

情報化の進展によって、児童生徒がインターネットによる人権侵害などの

トラブルに巻き込まれる可能性が高まっている。 

    そのため、各学校が全ての児童生徒、教職員、保護者等の関係を尊重し

あえる教育活動や学校運営を進めるとともに、教職員の指導力を高める研

修を一層充実させ、様々な人権課題の解決に向けた取組の充実を図ること

が大切である。 

 

(2) 基本方針 

    学校教育においては、人権が尊重される学級づくり、学校づくりをとお
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して、子ども一人一人を大切にしながら、発達の段階に応じた計画的・組

織的な人権教育、同和教育を行い、人権に関する理解を深め、豊かな人権

感覚を養い、互いに自他の大切さを認め合う態度や行動力を身に付けさせ

る。 

    そのため、「新潟県人権教育基本方針」に基づき、教育活動全体を通じ

て様々な人権課題の解決に向けた取組を図るとともに、課題を抱える子ど

もたちに寄り添いかかわる同和教育を中核にした人権教育を着実に実践す

る。 

    また、同和問題をはじめとする研修の充実を図り、教職員一人一人の指

導力の向上を目指す。 

ア 授業等の改善 

     子どもや地域の実態を踏まえた全体計画や年間指導計画を全教職員が

参画して作成し、工夫改善を図る。その際、情報モラルやインターネッ

トリテラシーについても確実に指導するよう留意する。 

     各教科等においては、副読本を有効活用するとともに体験的な活動を

取り入れるなどして、人権に関する知的理解と人権感覚を高め、自他の

人権を守る実践行動に結びつくような授業を工夫する。 

イ 研修の充実 

     正しい認識を身に付け、人権感覚を磨くために学び直す校内研修や差

別の現実に学ぶ現地研修を計画的に実施する。 

ウ 環境づくり 

     互いを認め合い、支え合う人間関係を基本とした学級･学校づくり、家

庭や地域と連携した取組を推進する。 

 

２ 社会教育における人権教育の推進 

(1) 現状と課題 

    社会教育においては、女性・子ども・高齢者・障害者・同和問題・外国

人等をめぐる様々な人権課題について公民館等の社会教育施設で各種の学

級・講座を開設してきた。 

しかし、各種学級・講座の開設数は依然として少ない状況にあり、人権

教育・啓発の一層の推進が求められている。 

このため、生涯の各時期に応じ、人権に関する学習ができるよう講演会
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やワークショップ等の学習機会の一層の拡充、学習意欲を喚起する学習プ

ログラムの開発・提供や指導者の育成を図り、家庭や地域において更に人

権意識を高める取組を推進することが大切である。 

(2) 基本方針 

     すべての人々の人権が尊重される地域社会づくりを目指して、公民館等

の社会教育施設を活用し、地域の実情や学習者のニーズに応じ、多様な学

習情報や学習プログラムを提供するなどして、人権に関する学習の充実に

努める。また、様々な人権問題に関して深い見識を持つ人材を活用し、地

域における人権教育、同和教育の指導者を養成する。 

ア 子どもたちが豊かな心や自他の人権を尊重し合う態度を身に付けるよ

うになるためには家庭や地域の大人たちが日常生活を通じ、差別をしな

い姿勢を示していくことが重要である。 

     このために家庭や地域の大人たちが人権感覚を十分身に付けるよう公

民館等の社会教育施設を中心として、地域の実情に応じた人権に関する

多様な学習機会の充実を図る。 

     また、すべての教育の出発点である家庭教育では、日常生活を通じて、

家族全体が自他の人権を尊重し合えるよう、人権に関する学習機会の提

供や情報発信等を行うとともに、家庭の教育力の向上を支援し、家族全

体で人権意識が高まるよう促す。 

イ 地域社会における指導者の養成と資質の向上を目指して、フィールド

ワークなど参加体験型アプローチを採用するなど、より実効的な手法を

取り入れる創意工夫を図るとともに、地域全体が自他の人権を尊重し合

えるよう、実践に結びつく指導者研修会の内容の充実を図る。 

ウ 様々な人権問題を正しく理解するために、参加者の学習意欲を高める

ような参加体験型の学習プログラムの開発・提供を行い、公民館等の社

会教育施設での学級・講座が充実するよう市町村教育委員会との連携を

図る。 

      また、学習が実践活動に結びつくような手法を用いた学習資料の開発

・提供を行うとともに、生涯学習情報提供システム（ラ・ラ・ネット）

を活用してその周知に努める。 
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３ 企業・団体等に対する人権啓発の推進 

(1) 現状と課題 

     企業・団体等においては、社会を構成する一員として、人権を尊重する

社会的責任（ＣＳＲ）を果たすことが求められており、性別、国籍、年齢、

障害などに関わりなく、多様な個性が力を発揮し、共存を目指すダイバー

シティ（多様性）の考え方を取り入れた経営にも関心が高まっている。 

    しかし、採用選考では、身元調査の実施、採用試験における不適切な質

問や個人情報に関する不要な書類の提出要請など人権への配慮が不十分な

事例が依然として見受けられる。その他、男女差別、セクシュアル・ハラ

スメント、高齢者・障害者・外国人の雇用差別等の人権侵害が問題となっ

ている。 

     このため、誰もが差別なく働くことのできる場の確保を目指し、企業・

団体等における人権尊重の意識の高い職場づくりを促進する必要がある。 

 

(2) 基本方針 

    企業・団体等に対しては、その社会的責任を自覚するよう促し、男女共

同参画社会の実現をはじめ、統一応募用紙の使用等公正な採用選考や配置

・昇進などについて、人権に配慮した適切な対応を行うよう、企業等の経

営者や管理者を中心に啓発に努める。 

ア 企業・団体等の人権教育・啓発の取組を促進するため、資料・情報の

提供、企業等の管理者を対象とした講演会の開催等啓発を行う。 

イ マスメディア等多様な広報媒体を活用した広報・啓発活動や啓発用パ

ンフレットの配布、啓発ビデオの貸出等の取組により啓発を行う。 

 

４ 県民に対する人権啓発の推進 

(1) 現状と課題 

     依然として日常生活の中で様々な人権侵害があることから、県民一人一

人の人権意識を高める必要がある。 

 

(2) 基本方針 

    広く県民に対しては、人権についての正しい理解と認識が深まり、日常

生活における人権感覚が身に付くよう、様々な手法を活用して広報・啓発
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を推進する。 

ア マスメディア等多様な広報媒体を活用した広報・啓発活動や県民を対

象とした人権講演会等の各種イベントの実施、啓発用パンフレットの配

布、啓発ビデオの貸出等の取組により啓発を行う。 

イ 県民一人一人の人権問題への関心と理解が深まるよう、広報・啓発の

活動内容の一層の充実を図るとともに、法務局、市町村等で構成する「人

権啓発活動ネットワーク協議会」などを活用し、国・市町村・民間団体

と連携を図りながら啓発活動を進める。 

 

５ インターネットによる人権侵害を防ぐための啓発の推進 

(1) 現状と課題 

    高度情報化社会の進展に伴い、パソコンやスマートフォン等によるイン

ターネットの利用は広く普及している。しかし、匿名性を悪用して、ネッ

トいじめ、ヘイトスピーチ、障害者や同和問題等に関する差別的な書き込

み等、他人を誹謗中傷する表現や不当な差別的取扱いを助長・誘発する表

現、また様々な有害情報等のブログやＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキ

ング・サービス）への掲示など、人権にかかわる深刻な問題が発生してい

る。とりわけ、インターネット、ＳＮＳ等の普及と拡大は、あらゆる人権

課題において、人としての尊厳や社会生活を暴力的に侵害する状況を作り

出してきており、人権をめぐる新たな危機への対応が必要となっている。 

    また、２０１８(平成３０)年に実施した人権に関する県民アンケート調

査でも、関心のある人権問題として、インターネットによる人権侵害が 

４６．１％と、高い結果となっており、県民の関心の高さを示している。 

 

(2) 基本方針 

    インターネットによる人権侵害を防ぐために、児童生徒を含め県民一人

一人が、個人のプライバシーや名誉に関する正しい理解を深め、インター

ネットによる人権侵害となる行為を防止するための教育・啓発を行うとと

もに、トラブルへの対処のため相談窓口の活用を啓発する。 

ア 有害広告物などの既存の媒体やインターネット上の有害情報から子ど

もを守るため、これらの有害情報を選別するフィルタリングシステムを

各家庭において導入するなどの対策とともに、インターネット事業者に
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おいて有害情報の送信を防止する措置などを講じるよう広報啓発に努め

る。 

イ インターネット上における差別表現など人権を侵害する情報について

は、削除要請を行うなど関係機関との連携により適切に対応していく。 
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第３章 分野別人権施策の推進 

 

１ 女性 

(1) 現状と課題 

    一人一人が生き生きと安心して暮らすためには、男女が共に参画し、多

様な生き方が選択できる社会づくりが重要である。 

本県では、２００１(平成１３)年に「新潟・新しい波男女平等社会推進

プラン」を策定し、２００２(平成１４)年に「新潟県男女平等社会の形成 

の推進に関する条例」を制定した。この条例の基本理念に基づき、２００６

(平成１８)年に「新潟県男女共同参画計画（男女平等推進プラン）」を策

定、２０１３(平成２５)年に第２次計画、２０１７(平成２９)年に第３次

計画を策定し、男女共同参画社会の実現に向けた幅広い分野にわたる施策

を、総合的、計画的に推進してきた。 

    これまでの取組により、「男女が平等な社会であること」に対する男女

間の意識差は減少傾向にある。また、審議会等の委員や企業における管理

・監督的業務従事者に占める女性割合が上昇し、男女共に働きやすい職場

づくりに取り組む企業が増加している。 

    一方で、性別による固定的な役割分担意識は依然として根強く残ってお

り、これに基づく制度や慣行が、男女が自らの意思で多様な生き方を選択

できる社会の実現を難しくしている。 

    また、依然として育児・介護の多くを女性が担っており、出産・育児・

介護を理由に離職する女性も少なくない。男女が共に仕事と家庭生活を両

立でき、個性と能力を発揮して活躍するためには、長時間労働等を前提と

した男性中心型労働慣行の見直しに向けた取組が必要である。 

    こうした背景などもあり、多様な分野における女性の参画の割合はまだ

少ない状況にあることから、女性の能力発揮への支援や女性へのキャリア

形成支援を図る取組も必要である。 

 

(2) 基本方針 

    男女が共に参画し、多様な生き方が選択できる社会の実現に向けて、意

識啓発はもとより地域、職場などでの日ごろの具体的、実践的な取組を通

じて、男女平等社会の形成の意義について理解を深め、その推進に取り組
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んでいく。 

ア 男女平等を推進する社会づくり 

(ｱ) 男女平等社会の形成についての理解を深めるため、各種団体等とも

連携し、県民に対する広報・啓発活動を推進する。 

(ｲ) 社会制度、慣行等について男女平等の視点で点検し、実態把握と啓

発に努めるとともに、課題を整理し、提供する。 

(ｳ) 園・学校における男女平等を推進する教育・学習を充実するととも

に、教職員等の研修の充実を図る。 

(ｴ) 性別による固定的な役割分担意識にとらわれず、個性と能力を十分

に発揮した生き方を選択できるよう、学習機会の充実や学習情報の提

供を行うとともに、学習活動を支援する指導者等の人材育成に努める。 

また、男女平等意識を育む家庭教育を推進する。 

(ｵ) 女性への暴力は子どもなどへの人権侵害を伴う場合が少なくないこ

とに鑑み、これまで以上に、女性に対するあらゆる暴力の根絶に向け

た意識啓発と防止のための環境づくりを推進するとともに、女性に対

する暴力の実態を把握し、被害女性の相談や保護・支援を行う。また、

様々な場面におけるセクシャルハラスメントの防止に向けた取組を推

進する。 

(ｶ) 生涯を通じた女性の健康の維持・増進対策を充実するとともに、性

と生殖に関する健康と権利（リプロダクティブ・ヘルス／ライツ）に

ついての知識の普及に努める。 

(ｷ) 男女共同参画に関する国際的な動向や国際社会の取組への理解を促

進する。 

イ 女性が活躍できる社会づくり 

(ｱ) 県の審議会等への女性登用や女性県職員・教職員の育成と管理監督

者への登用を推進するとともに、市町村、企業、団体、地域等あらゆ

る場における方針決定過程への女性の参画を促進する。 

(ｲ) あらゆる分野に参画できる女性人材の育成や、女性の起業など様々

なチャレンジを支援するとともに、女性団体等への活動支援を充実す

る。 

(ｳ) 雇用分野における男女の均等な機会と待遇の確保など、職業生活に

おいて女性が能力を十分に発揮できる環境の整備促進や、能力発揮の
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ための積極的改善措置（ポジティブ・アクション）の取組を促進する。 

(ｴ) 農林水産業、商工業等自営業における女性の経営参画に向けた資質

向上や環境整備を推進するとともに、家族経営に関わる女性の労働・

生活環境の整備を促進する。 

ウ 男女が共に参画し、多様な生き方が選択できる社会づくり 

(ｱ) 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現に向けた意

識啓発を推進し、仕事と子育てや介護との両立や多様な形態の働き方

を可能とする就業環境の整備を促進する。また、職場におけるあらゆ

るハラスメントの防止に向けた取組を推進する。 

(ｲ) 男性にとっての男女共同参画の意義についての理解と男性の家事・

育児・介護等への参画を促進する。 

(ｳ) 多様なニーズに対応した保育サービスや放課後児童対策、地域にお

ける子育て支援を充実する。また、ひとり親家庭等困難を抱える家庭

が孤立しないよう支援することにより、子どもの人権を擁護し、子ど

もにとって安全で安心な環境の整備を推進する。 

(ｴ) 高齢者の社会参画を支援するとともに、高齢者が安心して暮らせる

生活支援体制・介護体制の整備を促進する。 

(ｵ) 障害者の社会参画を支援するとともに、障害者が一人一人のニーズ

にあった支援を受けられるよう、生活支援体制の整備を促進する。 

(ｶ) 生活困窮者の状況に応じた自立促進支援、ひとり親家庭への支援を

充実し、貧困等により困難を抱えた男女が安心して暮らせる環境整備

を進める。 

(ｷ) 地域や防災・災害復興分野、環境分野における、政策・方針決定過

程への女性の参画を促進するとともに、様々な取組等における男女共

同参画を促進する。 

エ 施策の総合的・計画的推進 

(ｱ) 男女共同参画に関する施策を総合的・効果的に推進するため、必要

な推進体制及び機能の充実を図り、計画的にその遂行を図る。 

(ｲ) 県内各地で男女共同参画に関する取組が進むよう、情報共有に努め

るなど市町村や国の関係機関との連携を図る。 

(ｳ) 県民や事業者、ＮＰＯ、ＮＧＯ等各種団体の活動を支援するととも

に、連携・協働を進める。 
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２ 子ども・若者 

(1) 現状と課題 

    価値観の多様化、核家族化・少子化の進行及び情報化の進展等、子ども

を取り巻く社会環境が大きく変化している。わが国では、１９５１（昭和

２６）年に子どもの基本的人権の尊重をうたった「児童憲章」が定められ

たが、現在も児童虐待、いじめ・体罰、有害情報の氾濫や性の商品化など

による子どもの人権侵害が深刻な問題となるとともに、貧困、ニートやひ

きこもりなども課題となっている。２０１８（平成３０）年に実施した人

権に関する県民アンケート調査においても、身の回りで「子どもの人権が

尊重されていないと感じること」の内容として、「仲間はずれなど、子ど

も同士のいじめ」「保護者が身体的、心理的に虐待すること」「保護者が

躾（しつけ）のつもりで体罰を与えること」などが多くあげられている。

２０１９（令和元）年６月の児童福祉法改正では、親権者等による体罰の

禁止が明文化された。 

    このような中、２０１６（平成２８）年６月の児童福祉法改正では、「児

童の権利に関する条約」の精神にのっとり、子どもの福祉を保障するため

の原理として、第１条に、全ての子どもが適切な養育を受け、健やかな成

長・発達や自立等を保障される権利の主体であり、意見が尊重され、最善

の利益が優先して考慮されることが規定され、それまで「保護の客体」と

されていた子どもが、「権利の主体」であることが明確化された。 

    また、２００９（平成２１）年７月に制定された子ども・若者育成支援

推進法において、社会生活を円滑に営む上での困難を有する子ども・若者

の健やかな育成等のための支援その他の取組の実施が定められている。し

かしながら、今日においては、更に若者をめぐる課題や家庭や地域・学校

における子どもの権利を著しく侵害する事案が深刻化している状況であ

る。 

    子どもの人権が尊重されるために、「児童の権利に関する条約」の理念

を基本とした人権教育・啓発を推進するとともに、人権を侵害された子ど

もへの援助体制の整備・強化が求められている。 

 

(2) 基本方針 

    県民一人一人が「国籍にかかわらず子どもは基本的人権が保障された存
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在であり、権利を行使する主体である」との認識を持ち、子どもの人権を

尊重する社会づくりを推進する。 

     特に、児童虐待、いじめ、児童買春等の子どもをめぐる深刻な事件の発

生に鑑み、子どもの人権を保護するため、福祉、保健、教育、医療、警察、

民間団体等の関係機関が連携し、一層の体制整備に努める。 

    また、有害広告物などの既存の媒体やインターネット上の有害情報から

子どもを守るための取組を進める。 

ア いじめ防止の推進 

     学校、家庭、地域が連携して、いじめ見逃しゼロ強調月間や「いじめ

見逃しゼロ県民の集い」をはじめとしたいじめ防止や命の大切さを訴え

る県民運動に取り組むとともに、子ども自身の手による「いじめ見逃し

ゼロスクール集会」等のいじめ防止の取組を推進する。 

     また、児童生徒が悩みや不安を相談する相手として専門的な知識と経

験を有するカウンセラー等を学校へ配置する。 

イ 児童虐待防止への取組 

     児童虐待の未然防止と早期対応のため、親権者等からの体罰は禁止さ

れていることなど、児童虐待についての子育て世代を中心とした県民の

理解促進や相談窓口の周知等の広報啓発活動を行う。 

また、福祉、保健、教育、医療、警察等の関係機関の連携をさらに強

化するとともに、関係機関職員に対する研修を充実し、子どもにかかわ

る職員の資質の一層の向上を図る。 

ウ 要保護児童の権利擁護対策 

      児童養護施設、児童自立支援施設の入所児童や里親委託児童について、

「子どもの権利ノート」の活用等により、外部に訴える力の弱い児童の

立場を守るとともに、児童の権利擁護に対する職員の意識の向上を図る。 

エ 児童買春・児童ポルノ等の根絶に向けた取組の推進 

      児童買春・児童ポルノ等、児童に対する性的搾取や性的虐待が児童の

権利を著しく侵害するものであることから、様々な媒体を通じた児童の

性的搾取の根絶に向けた取組の充実を図る。 

       特に、この問題の解決に向けて、児童買春・児童ポルノ等に関する行

為が規制されていることについて県民への意識啓発を図るとともに各種

法令に基づいた取締りに努める。 
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オ 有害情報からの遮断に向けた啓発 

      有害広告物などの既存の媒体やインターネット上の有害情報から子ど

もを守るため、これらの有害情報を選別するフィルタリングシステムを

各家庭において導入するなどの対策とともに、インターネット事業者に

おいて有害情報の送信を防止する措置などを講じるよう広報啓発に努め

る。 

カ 子どもの貧困対策の推進 

(ｱ) 貧困の連鎖を防止するため、経済的困難を抱える家庭の子どもに対

し、市町村が行う学習支援の取組が広がるよう支援するとともに、そ

の世帯の自立の促進を図るため、経済的支援を行う。 

(ｲ) 経済的困難を抱える家庭が地域から孤立することのないよう、市町

村や民間（子育て支援を行うＮＰО法人など）、学校、保育所などと

連携・協働し、支援を必要とする子どもや家庭の把握に努め、生活支

援、就労支援などを含め、実情にあった支援の取組を促進する。 

キ ひきこもりとなった子どもなどへの対応 

(ｱ) 県内の若者サポートステーションと市町村との連携した取組を促進

する。 

(ｲ) ひきこもり地域支援センターにおいて電話相談を行うとともに、市

町村の支援を行う。 
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３ 高齢者 

(1) 現状と課題 

   本県の高齢化率は、２０１８（平成３０）年には３１．９％（全国２８．１

％）となり、全国に比べ早く進行している。 

    また、今後、更なる高齢化の進行に伴い、介護を必要とする者の発生率

の割合が高くなる後期高齢者が増加すると見込まれるとともに、認知症高

齢者数も増加し、２０２５（令和７）年には最大で高齢者の５人に１人が

認知症となると推計されている。 

    ２０１８（平成３０）年に実施した県民アンケートにおいて、「高齢者

の人権が尊重されていないと感じること」の内容として、「悪徳商法、特

殊詐欺による高齢者の被害が多いこと」「高齢者にとって買い物が困難な

環境であること」「病院や福祉施設の不十分な対応や虐待」などが多く挙

げられている。 

    高齢者が疾病や加齢によって心身の機能が低下しても、尊厳を持って生

活を続けていくことができるよう、今後更に地域社会全体で支える仕組み

を構築することが重要な課題となっている。 

 

(2) 基本方針 

    高齢者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を送る

ことができる社会の構築を目指す。  

    また、「長寿社会を支える一員としての高齢者」として、長年培ってき

た経験と知識を活かし、社会活動に積極的に参加するなど、高齢者が年齢、

性別、人種、国籍又はその他の地位に関わらず、尊厳を持って、公正な取

扱いを受け、その経済的貢献に関係なく評価され、尊重される社会の実現

を目指す。 

ア 啓発活動の推進 

     老人福祉法に定められた「老人の日」や国民の祝日に関する法律に定

められた「敬老の日」の記念行事等を通じ、高齢者を敬愛し、長寿を祝

うとともに、高齢者自らの生活向上に努める意欲を増進し、県民の長寿

社会に対する理解と関心を高める。 

 

イ 社会参加活動の促進と自立支援 
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(ｱ) 高齢者が元気で活躍できるシステムづくり 

高齢者が地域社会の中で明るくいきいきとした生活を送るために

は、高齢者自身が自らの経験と知識を活かして重要な役割を果たして

いく社会にすることが必要である。高齢者が積極的に社会活動に参加

し、生きがいづくりに取り組めるようなシステムづくりを進める。 

      また、高齢者の社会参加を促進するとともに、他の世代と相互に理

解を深め尊重し合う社会とするため、高齢者が文化伝承活動や青少年

活動における地域指導者として活躍できるよう、地域における活動の

場の拡大に努める。 

      さらに、地域の人々が主体となって行う「地域の茶の間」など、地

域の交流の場の普及・拡大に対して支援するとともに、高齢者の生き

がいにつながる生涯学習の場の提供に努める。 

(ｲ) 働く場の確保 

      本格的な高齢社会を迎え、これまでの社会活力を維持するためには、

高齢者が経済社会の担い手の一人として活躍することが必要となって

いる。 

      また、いつまでも健康で働き続けたいという意欲を持つ元気な高齢

者が増えており、その意欲と能力に応じて、年齢にかかわりなく働け

る場の確保と、高年齢者の雇用を促進する。 

(ｳ) 地域での支え合いの仕組みづくり 

       高齢者の多くが、住み慣れた地域で暮らし続けることを望んでいる。

高齢者が介護や支援が必要な状態になっても、安心して生活を送るこ

とができるよう、介護にとどまらず、生活全般にわたって地域全体が

支える地域包括ケアシステムをさらに充実させていくため、ボランテ

ィアやＮＰＯ等の多様な主体による生活支援の担い手の発掘や養成を

研修等を通じて支援する。 

ウ 権利擁護の推進 

(ｱ) 意思決定支援の実施 

      自らの意思を決定することに困難を抱える高齢者及び認知症の人等

が自らの意思が反映された生活を送ることができるよう、相談支援や

介護サービス提供等の場面で適切な意思決定支援を行う。 
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(ｲ) 総合相談体制の整備 

高齢者や高齢者を介護している家族は様々な問題を抱えていること

から、身近な地域で、保健・医療・福祉の各分野にわたる専門性を踏

まえた総合相談窓口による相談・情報提供機能等を充実・強化する。 

(ｳ) 苦情処理体制の充実 

国民健康保険団体連合会、県社会福祉協議会等の行う苦情処理や苦

情処理に関する情報提供を支援するほか、苦情相談窓口や苦情処理制

度についてサービス利用者への周知に努める。 

(ｴ) 情報の提供体制の整備 

介護保険制度は、利用者がサービスを選択し事業者と契約する制度

であることから、利用者がサービス事業者に関する最新の情報を得ら

れるよう、市町村や居宅介護支援事業所を通じて、また、県のホーム

ページなどにより情報提供を行っていくとともに、高齢者が介護サー

ビスを適切に選択し、利用できるような情報提供や指導に努める。 

      また、県が認証した公正・中立な第三者機関が社会福祉事業の経営

者が提供する福祉サービスの質を客観的に評価して公表する「新潟県

福祉サービス第三者評価事業」について周知に努めることで、サービ

スの質の向上、内容の改善に向けた取組に結びつけるとともに、利用

者が福祉サービスを選択する際の有効な情報として提供する。 

(ｵ) 権利擁護制度の活用支援 

      ノーマライゼーション、自己決定権の尊重及び身上保護の重視等の

成年後見制度の利用の促進に関する法律の基本理念を踏まえ、認知症

高齢者等の権利が守られるように、成年後見制度の利用促進などの取

組を支援する。 

(ｶ) 身体拘束の廃止  

高齢者が利用する特別養護老人ホーム、介護老人保健施設等におい

ての啓発や施設指導を行うことにより身体拘束の廃止を推進する。 

(ｷ) 高齢者虐待の防止 

虐待の早期発見を目的とした県民向けシンポジウムの開催やリーフ

レット作成による広報啓発活動を行うとともに、市町村や地域包括支

援センター向けの高齢者虐待に関する相談窓口の設置、家庭での高齢

者への虐待に対応する地域包括支援センター職員向け研修の開催、介
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護施設従事者向け研修の実施により高齢者の虐待防止、早期発見、適

切な対応が行える体制を構築する。この広報啓発活動及び体制構築を

通じて、搾取及び身体的又は精神的虐待を受けずに高齢者が尊厳と安

全の中で生活できる環境づくりを推進する。 
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４ 障害者 

(1) 現状と課題 

２０１１（平成２３）年に障害者基本法が改正され、日常生活または社

会生活において障害者が受ける制限は社会のあり方との関係によって生ず

るという、いわゆる「社会モデル」に基づく障害者の概念や、「合理的配

慮」の理念が盛り込まれた。さらに２０１６（平成２８）年、障害の有無

によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら

共生する社会の実現に資することを目的とし、障害者差別解消法が施行さ

れ、障害者に対する不当な差別的取扱いの禁止や合理的配慮の提供に努め

なければならない旨規定された。 

     しかし、依然として障害者を取り巻く社会環境には、建物内や歩道の段

差といった物理的な障壁、障害を理由に資格や免許を与えない制度的な障

壁、音声案内や手話通訳などがないことなどによる文化・情報面の障壁、

障害者に対する偏見や差別意識等のこころの障壁など、障害のある人が地

域社会で暮らし、社会生活のすべてに平等に参加するために取り除かなけ

ればならない多くの障壁がある。 

    １９９６（平成８）年までは、旧優生保護法の規定により、多くの障害

者に優生手術が行われていた。 

    これらの障壁を取り除くとともに、障害のある人が、必要とするサービ

スを選択し、利用しながら地域で自立して生活できるようにするための施

策の充実が求められている。 

 

(2) 基本方針 

    障害のある人が他の人々と同様に一人の人間として尊重され、社会の一

員として地域で暮らし、自分らしい自立した生活と社会参加ができるよう、

県民一人一人が障害者に対する理解を深め、障害者に対する偏見や差別意

識をなくし人権意識の高揚を図るとともに、障害の特性に応じた合理的配

慮の提供、福祉サービスの充実、就労の促進、教育環境の改善、社会活動

への参加機会の充実、人にやさしいまちづくりの推進など障害者を取り巻

く生活環境全般にわたる取組を進める。 

ア 啓発活動の推進 

     県民の障害者に関する理解を深め、偏見や差別をなくしていくため、
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県民に対する広報・啓発活動を行う。 

イ 社会参加の促進 

(ｱ) 障害者の積極的な社会参加を進めるため、移動手段やコミュニケー

ション手段の確保、個々の障害に対応した情報提供体制の充実、スポ

ーツ、文化・芸術活動の振興を行う。 

(ｲ) 精神障害者の自立と社会参加を促進するため、地域住民や家族を対

象とした精神障害に関する正しい知識の啓発・普及を進める。 

ウ 雇用・就労の促進 

障害者一人一人の適性と能力に応じた就労により職業的自立を図るこ

とが重要であり、法定雇用率達成に向けて障害者の雇用と職場定着の促

進を図るため、事業主や県民への広報・啓発に努める。 

エ 教育環境の整備 

(ｱ) 障害のある子どもが一貫した支援を受けられるよう、学齢期では「個

別の教育支援計画」に基づき、教育、保健、福祉、医療、労働等が連

携した支援体制構築に努める。 

(ｲ) 交流教育を通して、障害のあるなしにかかわらず児童生徒がお互い

を尊重するノーマライゼーション実現のための取組を一層進展させる

ため、学校や地域での社会生活全般にわたり、子どもたちが共に学び

共に活動する場や機会の充実に努める。 

通常の学級で可能な限り、障害のある子どもとない子どもが、共に

学べるよう制度・設備の充実に努める。 

オ 地域生活の支援 

     障害者が地域で自立して生活することができるよう、ホームヘルプ等

の在宅サービスの充実、就労系サービスやディサービス等の日中活動の

場の確保、グループホーム等の拡充を行うとともに、相談支援体制の整

備を図るため市町村の取組を支援する。 

カ 権利擁護の推進 

(ｱ) 意思決定支援の実施 

      自らの意思を決定することに困難を抱える障害者が自らの意思が反

映された生活を送ることができるよう、相談支援や福祉サービス提供

等の場面で適切な意思決定支援を行う。 

(ｲ) 障害者虐待の防止 



 - 25 - 

新潟県障害者権利擁護センターを設置し、障害者に対する虐待の未

然防止や早期発見のため広報啓発を行うとともに、発生時の迅速かつ

適切な対応・支援のため、市町村、労働局と連携した体制を整備する。 

(ｳ) 権利擁護制度の活用支援 

知的障害者、精神障害者などで判断能力が十分でない人の権利を擁

護するため、成年後見制度の利用促進や地域における支援体制の整備

を図る。 

(ｴ) 障害福祉サービス等利用者の人権擁護 

利用者の人権に配慮したサービスを確保するため、障害福祉施設従

事者等に対する研修や関係機関及び施設に対する啓発・指導を充実す

るとともに、利用者のプライバシーを確保し生活の質を高める観点か

ら環境整備を進める。 

      また、利用者が安心してサービスを利用できるよう、事業者自身が

サービス内容を評価する仕組みづくりや、第三者機関による評価制度

の周知を図るとともに、事業者の苦情解決体制づくりを促進する。 

キ 福祉サービスの利用援助 

     障害者へのサービス提供におけるケアマネジメント体制の整備を促進

する。 

     また、知的障害者、精神障害者などで判断能力が十分でない人の福祉

サービスの利用を援助するとともに、知的障害者、精神障害者などに代

わって契約等を行う成年後見制度の啓発・普及活動を行う。 

ク 福祉のまちづくりの推進 

     障害者や高齢者をはじめとして、すべての人々が自由に活動でき、主

体的に社会参加できるように、建築物や道路等の歩行空間、公共交通機

関等のバリアフリー化を進めるなど、快適で暮らしやすい社会を実現す

るため、行政や民間事業者及び県民による協働のまちづくりを進める。 
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５ 同和問題 

(1) 現状と課題 

同和問題は、わが国固有の重大な人権問題である。 

１９６０ (昭和３５) 年、総理府に同和問題解決に資するための同和対

策審議会が設置され､１９６５(昭和４０) 年に同審議会は「同和問題は人

類普遍の原理である人間の自由と平等に関する問題であり、日本国憲法に

よって保障された基本的人権にかかわる課題である」とし、「その早急な

解決こそ国の責務であり、同時に国民的課題である」との認識に立って、

環境改善、社会福祉等の広い分野における総合的な施策の方向を示した。 

    この答申を具体化するため１９６９（昭和４４）年に「同和対策事業特

別措置法」が制定され、その後、「地域改善対策特別措置法」、「地域改

善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」が施行され、

各種同和対策事業が実施されてきたが、２００２（平成１４）年３月末「地

域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」が失効し

たことに伴い、特別対策事業は終了し、その後は一般対策で対応すること

となった。 

    しかし、全国的にみれば、結婚問題をはじめとして、企業における就職

差別、同和地区出身者に対する差別的な発言や差別的な落書き、匿名性と

拡散性を特徴としたインターネット上で差別的な内容を載せるなどの行為

が跡を絶たない。 

    こうした中、２０１６（平成２８）年に部落差別解消推進法が施行され、

現在もなお部落差別が存在するとしたうえで、部落差別を解消する必要性

に対する国民一人一人の理解を深めるよう努めることにより、部落差別の

ない社会を実現していくことを基本理念とし、地方公共団体は地域の実情

に応じた施策を講ずるよう努めるものと規定された。   

    本県においては、これまでも、国の制度を活用しつつ、同和対策審議会

の認識を踏まえ、実態に即し県単独事業を創設して特別対策事業を実施し

てきたところであり、県内自治体を被告とした行政訴訟において、同和地

区指定がされていないとの形式的理由により事業を実施しないことは明ら

かに相当でないとの判決（新潟地裁昭和６３年１月２６日）を踏まえ、指

定地区以外でも実態に即して、特別対策事業を実施してきた。特別対策の

終了後は啓発活動を中心に同和問題の解決に取り組んできたが、生活環境、
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産業、就労、教育面での残された課題や教育現場等における差別事象の発

生など、未だ同和問題が解消したとは言えない現状にあり、引き続き問題

解決に向けた積極的な取組が必要である。 

    ２０１８(平成３０)年に実施した人権に関する県民アンケート調査で

は、同和地区、同和問題を「知らない」との回答が４４．８％で、前年に

内閣府が実施した人権擁護に関する世論調査における「同和問題を知らな

い」の１７．７％と比べ、質問が同一でないため必ずしも単純に比較する

ことはできないが、県民の同和問題の認知度が低い結果となっている。ま

た、結婚などの際に本人の知らないところで身元調査を行うことについて、

「当然のことだと思う」「よくないことだと思うが、ある程度はしかたが

ないことだと思う」との回答の合計が４９．１％となっている。差別につ

ながる身元調査も含め同和問題への理解と共感を進めるべく､また同和地

区関係者に対する偏見や差別をなくすために､人権教育・啓発を更に推進し

なければならない。 

 

(2) 基本方針 

    同和問題の解決を図るために、地域改善対策協議会の意見具申や部落差

別解消推進法の趣旨に則し、また、これまでの同和問題に関する教育・啓

発活動の中で積み上げられてきた成果や問題点を踏まえ、引き続き人権意

識の高揚を図り、偏見や差別の解消に向け、同和問題に取り組む民間団体

とも連携して積極的な教育・啓発活動を行うとともに、生活環境の改善等、

残された課題については一般対策により対応する。 

    また、部落差別の解消に関する施策の実施に資するため、国が行う部落

差別の実態に係る調査に協力するとともに、本県として、差別の実情を受

け止め、実効的な施策を進めることと併せて教育・啓発を推進する。 

ア 啓発活動の推進 

(ｱ) 啓発活動の充実 

       県民一人一人が、同和問題を正しく理解し、その解決に取り組むよ

う、県民を対象とした講演会の開催やマスメディア、啓発ポスター・

パンフレット等の活用により広報・啓発活動を行う。 

(ｲ) 企業、団体等に対する啓発 

       企業、団体等に対して、公正な採用選考が実施されるよう、身元調
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査、本籍や家族の職業照会のための不適切な質問及び書類要請など就

職差別につながる行為をしないよう啓発に努める。 

        また、企業、団体等が実施する研修活動に対して、啓発ＤＶＤの無

料貸出など資料・情報の提供、講演会の開催等の支援を行う。 

(ｳ) 隣保館活動等の推進 

      隣保館においては、地域社会全体の中で福祉の向上や住民交流の拠

点となる開かれたコミュニティーセンターとしての取組が行われてお

り、引き続き人権課題の解決のため、生活相談等を含めた各種事業を

総合的に行う。 

      また、隣保館が設置されていない地域においては、公民館等の各種

公的施設を利用した広域隣保事業の推進を図る。 

(ｴ) えせ同和行為の排除 

       同和問題を口実として不当な要求等を行うえせ同和行為は、問題解

決の大きな阻害要因となっていることから、えせ同和行為への対応方

法について周知する。 

      また、関係機関や「新潟県えせ同和行為対策関係機関連絡会」等と

の連携を密にし、えせ同和行為に関する情報を交換し、対応を協議す

るなど、その排除に努める。  

イ 相談体制の充実 

(ｱ) 相談窓口の周知 

      県民が人権に関する相談窓口を知り、より利用しやすくなるよう一

層周知を図るとともに、市町村や関係団体などと連絡を密にして、相

談者の意向を踏まえ、相談内容に応じた専門窓口とも連携して取り組

む。 

ウ 学校教育における推進 

(ｱ) 人権尊重の精神を育む教育の推進 

      いわれのない偏見や差別をなくし、人権を守り、尊重する教育を推

進するため、指導内容を明確にした年間指導計画に基づき、学校の教

育活動全体を通じて同和教育を推進するとともに、必要に応じて幼保

・小・中・高等学校などの校種を超えた連携を図る。 

      なお、各教科等の授業では、児童生徒用副読本等を活用するなど、

内容の充実を図る。 
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(ｲ) 教職員研修の充実 

       教職員一人一人の人権意識を高めるとともに指導力の向上を目指

し、各種研修会の充実を図る。 

エ 社会教育における推進 

(ｱ) 社会同和教育市町村巡回研修会の実施 

県民の同和問題及び社会同和教育の正しい理解を深め、実践を促す

ため、広く県内市町村を巡回し研修を行う。 

(ｲ) 社会同和教育学習資料の作成 

公民館等の社会教育施設で行われる学級・講座等で活用するための

社会同和教育学習資料を作成し、社会教育現場において同和教育の推

進を図る。 

オ 一般対策の推進 

(ｱ) 生活環境の改善、産業の振興、就労の安定、教育の充実等残された

課題については一般対策により適切に対応する。 
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６ 外国人 

(1) 現状と課題 

交通手段や情報通信技術の進歩などにより、ヒト・モノ・情報の国境を

越えた大規模な移動が可能となり、グローバル化が進展している。 

     本県においては、２０１８（平成３０）年末現在の在留外国人数は 

１７，２８５人、人口に占める割合は約０．７７％で、全国（２．１６％）

に比較して低い水準で、この１０年間で１．２０倍と全国（１．２５倍）

を若干下回る増加に止まっている。しかし、外国人労働者や留学生の増加

などにより、本県で暮らす外国人は今後も増加すると考えられる。 

    人口減少や高齢化が進行する中、人権が尊重される多文化共生社会の大

切な構成員として、また、地域経済を支える貴重な人材として、外国人の

役割は重要性を増している。こうした中、外見や言語及び生活習慣等の違

いなどから生ずる偏見・差別等様々な問題に適切に対応することが必要と

なっており、県民の国際理解の推進や意識啓発、外国人が安心して暮らせ

る環境の整備などにおいても、民間団体、教育機関、行政がパートナーシ

ップにより取り組んでいく必要がある。 

    また、特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動、いわゆるヘイト

スピーチが発生している。こうした言動は，人々に不安感や嫌悪感を与え、

人としての尊厳を傷つけている。その解消に向けて、２０１６（平成２８）

年にヘイトスピーチ解消法が制定された。 

 

(2) 基本方針 

    国際化の進展が地域レベルで広がり、外国人労働者の増加などにより本

県で暮らす外国人が増加しており、同じ地域住民として外国人と共生する

多文化共生社会の実現に向けて、互いの人権を尊重することと併せ、異な

る考え方や文化・習慣を持つ人々を特別視せず、その違いを理解すること

が重要である。また、今後外国人の増加が見込まれる中、異なる言語、習

慣、考え方等の違いを持つ人々の日常生活への支援に取り組む必要がある。 

このため、民間団体、公益財団法人新潟県国際交流協会、教育機関、市

町村等と連携し、国際理解及び人権意識の高揚のための普及啓発活動や交

流活動による相互理解の促進、国際理解教育の推進を図る。 

    さらに、外国人が人権を尊重され、安心して暮らせるよう、支援活動を
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行う民間団体等の活動を支援し、連携を進め、災害時も含めた外国人への

情報提供や相談・支援体制の充実を図る。 

ア 国際理解教育の推進及び啓発活動の充実 

      留学生の在学する大学、民間の活動団体等と連携し、国際理解教育の

推進を図るとともに、外国人と親しみ、ふれあう機会を充実させること

などにより、諸外国の文化・習慣や言語に対する県民の理解と関心を高

め、偏見や差別の解消に努める。 

イ 企業等への啓発 

     新潟県外国人材受入サポートセンターにおいて、関係行政機関等と連

携し、外国人を雇用する企業等に対してセミナーを開催するなど、外国

人労働者の適正な受入れ・雇用を図る。 

ウ 外国人への情報提供や相談・支援体制の充実 

     外国人が人権を尊重され、安心して生活を送れるよう公益財団法人新

潟県国際交流協会、民間の支援団体、市町村等と連携して取り組む。具

体的には、多国語による生活相談体制や災害時の情報提供体制、また日

本語教育支援体制の充実を図り、インターネット等を活用した情報提供

の推進に努める。 

エ 外国人労働者への情報提供や相談・支援体制 

     外国人労働者が、労働者としての権利を保障され、日常生活において

も人権が尊重され安心して生活できるよう、県及びその外郭団体は国、

市町村、民間支援団体とも連携し、多言語もしくは平易な日本語による

充分な情報提供を行うとともに、相談・支援体制の充実に取り組む。 

オ 民間団体等の活動支援・連携促進 

外国人への支援活動を行っている民間団体・ボランティアに対して、

活動しやすい環境の整備や活動支援、連携の促進を図る。 

カ ヘイトスピーチへの対応 

ヘイトスピーチは人々に不安や嫌悪感を与えるだけでなく、人として

の尊厳を傷つけたり差別意識を生じさせかねないものであり、このよう

な言動があってはならないものであることから、ヘイトスピーチ解消の

ための教育及び啓発活動を進める。 
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７ 感染症患者等 

(1) 現状と課題 

    医学医療の進歩や衛生水準の向上により、多くの感染症が克服されてき

た一方、新たな感染症の出現や既知の感染症の再興により、感染症は、今

なお人類に脅威を与えている。また、医学的に見て不正確な知識や思いこ

みによる過度の危機意識などを理由として、今も感染症の患者やその家族

等に対するいわれない差別、偏見、誹謗中傷、デマの拡散等（以下「差別

等」という。）が存在している。 

１９９８（平成１０）年に、「感染症の予防及び感染症の患者に対する

医療に関する法律」が制定され、国及び地方公共団体は、感染症の患者等

の人権を尊重し、教育活動、広報活動等を通じた感染症に関する正しい知

識の普及を図るとともに、国民の責務として、感染症に関する正しい知識

を持つことや、感染症の患者等の人権が損なわれることがないようにしな

ければならないと規定された。 

    とりわけ、エイズ患者・ＨＩＶ感染者等に対しては、病気に対する正し

い知識が不十分なことによる誤解や、それに基づく差別や偏見が依然とし

て残っている。 

    ハンセン病については、２００１（平成１３）年に、ハンセン病に対す

るそれまでの国の方針について違憲性を認める判決が出され、２００８（平

成２０）年には、「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律」が成立し、

患者・元患者の名誉回復の取組とともに、療養所における地域交流等の取

組も行われているが、未だに患者やその家族等への差別や偏見が根強く残

っている。また、２０１９（令和元）年には家族に対する差別被害を発生

させた国の責任を認める判決が出され、国としても、内閣総理大臣談話を

閣議決定し、「患者・元患者やその家族が置かれた境遇を踏まえた人権啓

発、人権教育などの普及啓発活動の強化に取り組」むとされたところであ

る。 

   また、未知のウイルスによる新興感染症や、再興感染症については、２１

世紀に入ってからも発生している。２０２０（令和２）年に国内で初めて

感染者が確認された新型コロナウイルス感染症に関して、感染者や、その

家族などの濃厚接触者等、治療・対策に関わった方々、県外から来訪した

方等（以下「新型コロナウイルス感染者等」という。）に対して、り患し
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ていること、り患しているおそれがあること等を理由として、差別等様々

な人権侵害事案が発生した。このため、２０２１（令和３）年、新型イン

フルエンザ等対策特別措置法の改正により、差別的取扱い等の防止につい

て地方公共団体の責務が規定されたところである。 

    感染症については、まず、治療及び予防といった医学的な対応が必要で

あることはもちろんであるが、感染症が拡大すると、社会不安が助長され、

差別等が誘発されるおそれがある。このため、患者・元患者やその家族等

に対する差別等を解消し、人権に配慮した感染症対策の推進、社会復帰や

福祉対策の充実等が求められている。 

 

(2) 基本方針 

感染症患者等に対する差別等は、決して許されない。そのため、あらゆ

る機会を通じて次に掲げる対策その他必要な措置を講ずるとともに、患者

・感染者やその家族等の意向を十分に尊重しながら支援の充実を図る。 

① 適切な情報の公表、感染症に関する正しい知識の普及、差別等の防止

に向けた教育・啓発 

② 悪質な行為には、法的責任が伴うものであり、人権を侵害し犯罪を構

成すると考えられる行為に対する関係機関と連携した刑事告発など必要

な措置 

また、今後、新たな感染症が出現した場合にも、同様の構図により、差

別等が発生するおそれがあることから、平時から、これらの対策に取り組

んでいく。 

    施策の推進に当たっては、ハンセン病問題に関わる２００１（平成１３）

年及び２０１９（令和元）年の判決並びに内閣総理大臣談話、２０２１（令

和３）年の新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正などを踏まえ取り

組む。 

ア ＨＩＶ感染者・エイズ患者等への支援等の充実 

(ｱ) 世界エイズデー関連行事やエイズ講演会などを通じて、正しい知識

の普及啓発を図る。 

(ｲ) 保健所においてエイズ相談を行い、必要に応じ無料匿名検査を実施

するとともに、相談、検査担当職員の資質向上を図る。 
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(ｳ) 市町村など関係機関や学校、企業、団体等と連携を図りながら、正

しい知識の普及啓発や、差別や偏見の解消に向けた人権教育・啓発活

動を推進する。 

(ｴ) 医療機関におけるＨＩＶ感染者、エイズ患者やその家族等に対する

カウンセリング体制の充実及びカウンセリング担当職員の資質向上を

図る。 

イ ハンセン病患者・元患者及び家族等への支援等の充実 

(ｱ) ハンセン病に関する講演会の開催やパンフレットの配布などを通じ

て、正しい知識の普及啓発を図る。 

(ｲ) 患者、元患者及びその家族等の相談窓口を設置するとともに、ハン

セン病療養所入所者の里帰り事業、療養所訪問事業、社会復帰支援等

の福祉対策について、関連団体と連携し、入所者の意向を尊重した支

援等の充実を図る。 

ウ 新型コロナウイルス感染症に関連する差別等の防止の取組等 

差別等は、人権侵害であるとともに、医療従事者などエッセンシャル

ワーカーの活動の支障となるほか、濃厚接触者等の感染の可能性のある

者の申告しづらさを招き、感染拡大防止の妨げにもなる。このため、適

切な情報の公表、正しい知識の普及とともに、新型コロナウイルス感染

者等であることを理由に差別等が発生しないよう市町村など関係機関と

連携し、県のホームページ、マスメディア、ＳＮＳ等様々な媒体を用い

た広報や、不正確な知識や誤った情報等に対する正しい判断力の育成な

ど、必要な教育・啓発活動を行う。 
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８ 新潟水俣病被害者 

(1) 現状と課題 

新潟水俣病は、旧昭和電工鹿瀬工場からメチル水銀を含む工場排水が阿

賀野川に排出されたことにより発生した（１９６５（昭和４０）年６月公

式発表）。 

    日本の四大公害病の一つにも数えられているこの新潟水俣病は、住民の

健康被害だけではなく、偏見や差別による地域の分断をもたらした。 

   １９７３（昭和４８）年の被害者団体と昭和電工の補償協定締結、１９９５

（平成７）年の政治解決、２００９（平成２１）年の「水俣病被害者の救

済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法」等により、水俣病被害者の

救済が図られてきたが、新潟県では被害の発生から５０年以上を経ても、

被害認定の申請や損害賠償を求めた訴訟が続いているなど、水俣病問題は、

長い年月を要しているのにもかかわらず、いまだ解決には至っていない。 

    これまで新潟県は、発生初期から住民の健康調査をはじめとした対応に

加え、その後も２００８（平成２０）年に制定した全国唯一の水俣病対策

条例である「新潟水俣病地域福祉推進条例」に象徴されるように、被害に

遭われた方々に対しては、社会全体で支えていかなければならないとの考

えの下、新潟水俣病患者に対する福祉手当の支給などの保健福祉施策や、

阿賀野川フィールドミュージアム事業などによる失われた地域の絆の再生

と融和、各種学習教材の制作などによる教育啓発活動の推進や、「環境と

人間のふれあい館」の活動などを通じた情報発信に、流域自治体や関係者

とともに取り組んできた。 

    しかしながら、今なお、新潟水俣病への理解が十分ではないことなどか

ら、いわれのない偏見や差別をおそれ、被害の声をあげることのできない

人や、病気を隠し続けたまま亡くなった人もいるといわれていることから、

潜在患者が名乗り出ることのできる環境整備や、県民一人一人が新潟水俣

病の歴史を知り、教訓を考え、風化させずに次世代に伝えていくことが必

要である。 

 

(2) 基本方針 

「新潟水俣病地域福祉推進条例」に基づき、被害者や関係市町村、関係

団体と連携しながら、条例の普及啓発や、「環境と人間のふれあい館」の
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活用等による新潟水俣病についての正しい理解を深める教育・啓発、地域

社会の再生融和、新潟水俣病患者への保健・福祉対策などを行うことによ

り、被害者や家族の人権に対する理解を深め、偏見や差別を生まない取組

を進める。 

ア 「環境と人間のふれあい館（新潟水俣病資料館）」を通じた啓発 

(ｱ) 事業活動の推進 

被害者が自らの言葉で経験を語る「語り部」をはじめ、講演会や講

座の開催、出版物や資料の提供など各種事業活動を通じて、新潟水俣

病問題を広く県民に対し啓発する。 

(ｲ) 被害者及び関係団体等との連携 

管理運営協議会、業務検討会等への被害者や関係団体等の参加を通

じて、その声を事業活動へ反映させるとともに、「環境と人間のふれ

あい館」における関係団体等の新潟水俣病や人権問題に関する取組を

促進する。 

(ｳ) 学校との連携による啓発活動 

新潟水俣病問題について、総合的な学習の時間をはじめとする様々

な学習の機会を活用した環境学習や人権学習を支援し、次世代を担う

子どもたちの関心と理解を深める。 

イ 学校教育における推進 

新潟水俣病問題について、社会科等における公害問題の学習や総合的

な学習の時間等における環境問題の学習活動を通して、「環境と人間の

ふれあい館」の利用や各種啓発教材の活用により、次世代を担う子ども

たちの関心と理解を深める。 

ウ 地域社会の再生・融和の促進 

新潟水俣病によって人々の絆に深刻な影響を受けた地域社会の再生と

融和が図られるよう、新潟水俣病の被害者を含めた地域住民の交流を促

進する取組を行う。 

エ 新潟水俣病患者への保健・福祉対策 

新潟水俣病患者の福祉の増進を図るため、療養等による経済的負担の

軽減を目的とした手当の支給や、相談窓口等を通じた認定制度など各種

制度の周知、患者の心身の状況等に応じた保健や福祉に関する取組を行

う。 



 - 37 - 

９ 北朝鮮による拉致被害者 

(1) 現状と課題 

２００２（平成１４）年９月１７日に行われた日朝首脳会談において北

朝鮮（朝鮮民主主義人民共和国）が公式に拉致を認め、交渉の結果、５人

の拉致被害者の帰国が２４年ぶりに実現した。 

    国は拉致問題を日朝間の最優先課題と位置づけているが、拉致被害者の

うち帰国が実現したのは本県出身の３人を含むごく一部であり、それ以外

の人は正確な情報がないまま安否確認すらなされていない状況である。 

拉致問題は重大な人権の侵害であり、解決に向けて国の毅然とした対応

が求められるとともに、帰国した拉致被害者とそのご家族に対しては、安

心して自立した生活を送れるように適切な支援を行っていく必要がある。 

 

(2) 基本方針 

拉致問題は日朝間の最重要課題であるとともに、本県にとっても県民の

人権を侵害された重大な問題であることから、国に対して早期解決に向け

て引き続き強く働きかけを行う必要がある。 

また、拉致問題についての県民の意識啓発を図るとともに、帰国した拉

致被害者とそのご家族に対しては、地域において安定した生活を営み、安

心して暮らすことができるよう国・市と連携し、きめ細やかな支援策を講

じていく。 
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１０ 犯罪被害者やその家族 

(1) 現状と課題 

    犯罪被害者やその家族は、直接的な被害のみならず、これに附随して生

じる精神的・経済的被害等様々な被害を受けている場合があり、またマス

メディアによるプライバシーの侵害や名誉毀損、過剰な取材による私生活

の平穏の侵害を受けるなどのケースがあるとの指摘もある。 

最近では、犯罪被害者やその家族に対する配慮と保護を図るため、刑事

手続き等関連する法改正が行われているが、制度面だけでなく、被害者の

人権に対する理解が犯罪被害者やその家族に接する職員をはじめとして、

広く県民にも求められている。 

 

(2) 基本方針 

    犯罪被害者やその家族に接する職員をはじめとして、広く県民に対し、

犯罪被害者やその家族の人権に対する理解を深めるための啓発を行うとと

もに、マスメディアによる人権侵害に対してのマスメディア側の自主的な

取組が図られるよう理解を求める。 

また、犯罪被害者等に対する支援を行う民間団体や相談窓口の周知に努

める。 

 

１１ 刑を終えて出所した人等 

(1) 現状と課題 

    刑を終えて出所した人、執行猶予の判決を受けた人、非行や犯罪を犯し

た少年などが社会の一員として立ち直ろうとしても、地域社会における誤

った認識や偏見によっては、更生への妨げや人権が侵害されるおそれがあ

る。 

また、刑を終えて出所した人等の家族についても、その家族であるとい

う理由により、差別的な扱いを受けるなど人権が侵害されることがある。 

このため、地域社会の理解と協力が必要であり、刑を終えて出所した人

等に対する差別や偏見を解消するための啓発が必要である。 

 

(2) 基本方針 

    刑を終えて出所した人等が、地域社会において孤立し、新たな犯罪を重
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ねることがないよう、差別や偏見の解消に向け、関係機関、関係団体と連

携・協力し、啓発等に努める。 

    また、福祉的な支援を必要とする刑務所等矯正施設退所予定の高齢者や

障害者を支援するため、退所後直ちに社会福祉施設への入所などの福祉サ

ービスを受けられるよう、引き続き関係機関との調整に努める。 

 

１２ 性的指向・性自認を理由とする偏見や差別 

(1) 現状と課題 

    性的指向とは、恋愛・性愛がどういう対象に向かうのかを示す概念であ

り、性自認とは、自己の性をどのように認識しているかを示す概念である。 

２００４（平成１６）年に施行された「性同一性障害者の性別の取扱い

の特例に関する法律」で、性同一性障害の人の性別の取扱いの変更が規定 

され、さらに２００８（平成２０）年に要件が緩和された。また、２０１９

（令和元）年に世界保健機関（ＷＨО）が作成する国際疾病分類が改定さ

れ、性同一性障害は、精神障害の分類から除外された。 

    同性愛等の性的指向の人や、生物学的な性と性の自己意識が異なる人に

対して、周囲の理解が十分ではないことから、偏見や差別により、人権に

関わる問題も発生している。現在、このような理由による差別的取扱いは

不当なことであるという認識が広がり、差別解消に向けた動きも活発化し

ているが、いまだ偏見や差別が起きている。性に関する多様性を多くの人

が認識し、理解を深めるための啓発が必要である。 

 

(2) 基本方針 

    性的指向、性自認を理由とした偏見や差別は、社会生活の様々な場面で

人権侵害等の問題につながることから、講演会の開催や啓発資料の配布な

ど様々な手法により広く県民や企業への啓発を行うとともに行政職員への

研修を行う。 

    また、学校においては、児童生徒の心情に配慮した支援、教職員を対象

とした研修機会の積極的な確保、偏見や差別を解消する教育を行う。 

 

１３ 様々な人権問題 

    前述のほか、アイヌの人、在日韓国・朝鮮の人、ホームレスの人、中国
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残留邦人などに対する偏見や差別、また東日本大震災に起因する偏見や差

別その他の様々な人権問題についても、それぞれの問題の状況に応じて適

切な取組を行うことが必要であり、あらゆる機会を通じて、偏見、差別を

解消し、人権意識の高揚を図るための施策を推進する。 
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第４章 人権にかかわりの深い特定の職業に従事する人に対する人権

教育の推進 

 

 公務員や教職員等特定の職業に従事する人は、その職務の性質上、人権に深く

関わる立場にあり、これらの職業に従事する人に対しては、特に人権教育・啓発

を推進する必要がある。 

１ 公務員 

行政に携わる職員一人一人が、人権に配慮した行政を推進するため、人権

問題に対する正しい理解と認識を深めることが必要である。 

   このため、県職員に対する階層別の研修会を行うほか、各種講演にも積極

的な参加を求め、人権意識の高揚に努める。 

   また、市町村が職員を対象に実施する人権研修に必要な啓発資料や情報の

提供等の支援を行う。 

 

２ 教職員・社会教育関係職員 

子どもたちの人権意識を高めるうえで、教職員が重要な役割を果たしてい

る。このため、教職員一人一人の人権意識の高揚と児童生徒に対する指導力

の向上が必要である。 

   教職員が人権尊重の理念について十分に認識し、実践することができるよ

う研修等の一層の充実を図るとともに、人権問題の解決を自らの課題として

取り組むよう資質と指導力の向上に努める。 

社会教育主事、公民館職員等の社会教育関係職員については、人権に関し

幅広い識見のある指導者の確保に努めるとともに、各種研修会や資料による

自己啓発を通じて、人権意識の高揚を図り、資質と指導力の向上に努める。 

 

３ 警察職員 

警察職員は公共の安全と秩序を維持するという職務に従事しており、その

職責上、人々の権利・自由を制限する活動を伴うことから、人権に対する正

しい理解と配慮が必要である。 

   このため、警察職員一人一人が、被疑者、被害者、被留置者等の人権に配

慮した警察活動を行うよう、警察学校での研修や職場における各種教養等の

機会を通じて職務倫理教養を確実に身につけるよう努めるとともに、人権意
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識の高揚を図る。 

 

４ 医療・保健・福祉関係者 

医師、歯科医師、薬剤師、看護師等の医療従事者については、インフォー

ムドコンセントの徹底や患者の人権・プライバシーに配慮した医療の確保が

必要であることから、関係団体に対し人権教育・啓発に取り組むよう要請す

る。 

   また、社会福祉士、民生委員、ホームヘルパー等の福祉関係職員について

は、生活相談や介護等の業務を担っており、個人のプライバシーや個人の尊

厳に対する十分な認識と配慮が必要であることから、啓発資料の配布や講演

会開催等の情報の提供を行うとともに、各種研修を通じて人権意識の高揚を

図る。 

   医療・保健・福祉関係者の取組をより総合的かつ効果的に推進するため、

関係者間における一層緊密な連携を図る。 

 

５ 消防職員 

消防職員については、住民の生命・財産を守るという視点に立って業務を

遂行することが必要であり、消防学校や各種研修において、人権意識の高揚

を図る。 

 

６ 地方議会議員 

地方議会議員については、住民の代表者として、条例の制定・改廃や予算

の議決等地方公共団体の施策方針等に深く関わる立場にあることから、啓発

資料の配布や講演会開催等の情報の提供を行うとともに、人権教育・啓発に

取り組むよう要請する。 

 

７ マスメディア関係者 

情報社会の現代において、新聞、テレビ、ラジオ等のマスメディアが社会

に及ぼす影響は、あらゆる面において大変大きいものがある。 

   人権教育・啓発に大きな役割を果たしているが、半面、プライバシーの侵

害や名誉毀損など、人権侵害につながる場合もあり、報道に当たっては常に

人権に配慮する必要がある。 
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このためマスメディアの企業管理者や関係者団体に対し、マスメディア従

事者や関係者を対象とした教育・啓発に取り組むよう要請する。 

 

８ 公共交通機関関係者 

   安全・快適な移動手段としての役割を担う鉄道、バス、客船等の公共交通

機関の従事者は、旅客の輸送に当たって、人権への配慮が求められることか

ら、従事者に対する人権教育・啓発に取り組むよう要請する。 
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第５章 人権施策推進に向けて 

 

１ 県の基本姿勢 

県は、この基本指針に基づき、人権に配慮した行政の推進や人権意識向上

のための教育・啓発などに総合的に取り組む。 

(1) 庁内推進体制の整備 

    この基本指針に基づく施策の推進に当たっては、庁内体制として「新潟

県人権施策推進会議」を設置し、庁内の密接な連携のもとに諸施策を推進

する。 

 

(2) 人権尊重の視点に立った職務遂行 

     県職員一人一人が人権尊重の視点に立って職務を行うよう取り組む。 

 

(3) 人権課題への適切な対応 

人権課題について、国、市町村、民間団体等と連携を図り、その状況を

的確に把握し、適切な対応を図る。 

 

(4) 職員に対する研修等の実施 

県職員一人一人の人権意識の高揚を図るため、職員に対する各種講演会

や研修会を積極的に実施する。 

 

２ 関係機関等との連携 

人権教育・啓発を効果的に推進していくためには、社会全体の取組が必要

であり、国、市町村、民間団体等がそれぞれの役割に応じて協力し、連携し、

全県的に取り組むことが重要である。 

(1) 国との連携 

国が実施する人権関係施策に協力するとともに、法務局、人権擁護委員

連合会、人権啓発活動ネットワーク協議会等と連携しながら人権教育・啓

発活動に取り組む。 
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(2) 市町村との連携 

第１章で述べたとおり、市町村は、人権教育・啓発に努める責務がある。 

このため、市町村に対し、人権教育・啓発への積極的な取組を促すとと

もに、情報提供や助言等の支援を行うなど、市町村と連携を図りながら人

権教育・啓発を推進する。 

 

(3) 民間団体等との連携 

人権問題の解決を目指す多くの企業やＮＰＯなどの民間団体に対しての

情報の提供、助言を行うなど、その活動を支援し連携を図るとともに、先

進的な意見・情報等の聴取に努め、人権啓発の効果的な推進に努める。 

 

３ 基本指針の見直し等 

   この基本指針は、国際連合や国の動向、社会情勢の変化、人権に関する県

民の意識を踏まえ、各人権分野の有識者等で構成する懇談会に提言を求め、

見直しを行い、内容の充実を図る。 

   また、この基本指針に基づく施策の実施状況等については、各人権分野の

有識者で構成する懇談会に報告して意見を求め、その結果を公表するととも

に施策の更なる推進に反映するよう努める。 


